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開会時刻 午後１時 

 

それでは、定刻でございます。ただいまから、平成３０年第９回教育委員

会定例会を開催いたします。 

 本日は、１名の方から傍聴の申し出がありますが、許可してよろしいです

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、傍聴人の方の入室を許可いたします。 

 

〔傍聴人入室〕 

 

日程第１、署名委員を決定します。古巻委員と上野委員にお願いいたしま

す。 

 続いて日程第２、教育関係事務報告にまいります。 

 はじめに、教育委員会後援名義の使用承認についての報告をお願いします。 

 

お手元の資料をごらんいただきまして、今回後援名義につきましては、第

７回の「くすりの正しい使い方」ポスターの募集要項についてでございます。

こちらは例年、後援名義をいただいている件でございますけれども、今年度

は、１０月２１日が表彰式となっており、募集期間につきましては、８月３

１日から９月１２日、こちら裏面にスケジュールがございますけれども、５

月に学校薬剤師会が各学校にポスター募集の依頼を行います。 

大体学校では、夏休みの宿題というような形でポスターを子どもたちが書

きまして提出をして、実際には、学校が取りまとめて、薬剤師会が回収をい

たします。 

 そうしまして、このスケジュールにもあるんですけれども、９月中旬に応

募作品の一次審査を行いまして、こちら美術の先生が１名、審査員となりま

すが、７番目の表彰の種類があるんですけれども、教育委員会賞含めて、こ

ちらの表彰の選定をするのが一次選定になっております。 

 続いて９月２３日、二次審査を行いまして、最終的にこの教育委員会賞を

含めて、先生が選定したものを教育長含めて最終審査を行いまして、表彰を

最終決定させていただく模様です。 

 こちらのポスターの実施目的としましては、子どもたちに薬の正しい利用

方法を考えてもらうということと、子どもたちに健康の大切さを知ってもら



 No. 2  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川指導室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うというような大きな目的がございます。 

 応募の作品の過去の例を見ますと、薬は決まった時間に飲みましょうとい

うようなキャッチフレーズがあったりとか、水で飲みましょうとか、あと中

には、薬の使い方でわからないことは薬剤師会に聞きましょうというような

キャッチフレーズもありまして、このようなキャッチフレーズがあると、点

数が高くなる。そんなこともあるようなことも聞いております。 

 昨年度は、３０校から５２０点の出展がございまして、２８年度は２９校

から６５２点の出展がありました。年々、若干応募数は減少傾向ではあるん

ですけれども、この大きな目的に沿いまして、今年度も実施させていただき

ます。繰り返しになりますけれども、今年度は１０月２１日、タワーホール

展示ホールで展示をいたしまして、午後１時半から表彰式を行う予定になり

ます。こちらからの説明は以上になります。 

 

それでは、後援名義の使用申請一覧の２件目でございます。 

Ａ４横書きのものをごらんいただきたいと思います。行事名は「ヤングアメ

リカンズ・ジャパンツアー２０１８秋ｉｎ江戸川」といったものでございま

す。実施日時は、９月１５日（土）から９月１７日（月）まで。教育委員会

の後援としては、今回認めることになれば８回目ということになります。そ

れから今年度は、区のほうの後援申請も行うということでございます。 

 主催者でございますけれども、こちらはＮＰＯ法人のじぶん未来クラブで

ございます。実施会場は、江戸川区総合文化センターの大ホールで、対象が

小学生から高校生となります。事業目的についてはそこに書かせていただい

たとおり、アメリカの音楽教育のＮＰＯ団体のヤングアメリカンズが展開す

る出前授業でございまして、このプログラムを通して、子どもたちが歌った

り踊ったりとかそういったようなパフォーマンスを学んで、実際にこの期間

にショーを仕上げて、最終日にはショーを発表するといったような内容でご

ざいます。 

経費の徴収でございますが、参加した子どもについては一人１万８，００

０円。この１万８，０００円には、実際にショーの本番で子どもたちが身に

つけるＴシャツ代、それから、そのショーの時の保護者が鑑賞するためのチ

ケット１枚を含んでいるそうです。このほか別途鑑賞したい方については、

鑑賞料として１，０００円徴収するといったものだそうでございます。 

概要は以上でございますが、添付資料としまして、企画書をつけさせてい

ただいております。こちらには事業の目的について、先ほどご案内した内容

よりも多少詳しい内容が書かれているかと思います。下の事業計画内容のと
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ころをごらんいただければおわかりかと思いますけれども、先ほどご紹介し

たとおり、３日間かけて１時間のショーをつくり上げていく。その中で、２

０数曲もの歌とかダンスとかそういったものに取り組むといったものでござ

います。そういったワークショップを通じて、様々な、例えば自分は自分で

いいんだということに気づくとか、他者の個性を尊重するとかそういったこ

とを学ぶといったことが目的のようでございます。 

概要は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

以上２件ですけれども、何か質問等はございますか。 

 

今回で８回目になるわけですね。 

 

はい、そうです。 

 

過去７回の経験から見て、感想みたいなものはありますか。 

 

申し訳ありません、私自身がこのジャパンツアーを見ているわけではない

ので、この内容について、詳細についてはコメントできないんですが、ただ

子どもたちが表現力を高めるという取り組みとしては意味があるのかなとい

うふうに思っているところです。当然、学校教育の中でも、そういった表現

力の育成というのが大きな課題ではあるんですけれども、体育の授業で実際

にダンスが取り入れられたりとか、変わっていく中で、実際にこういった音

楽とかダンスとかパフォーマンスに関心のある子どももたくさんいますの

で、そういった子どもたちにとって、こういった場があるのは非常にいいこ

となのかなというふうに思います。 

 少々気になるのが、実際に参加費が、子どもが参加するものとしては若干

高いのかなというふうに思います。しかしながら、実際に来日する団体が運

営するという意味で、総合文化センターを使うといったことを考えますと、

このあたりは額としては特に問題はないと感じているところで、これまでも

承認はしてきているところでございます。ですから、今回も同様に承認した

いというふうに考えている次第でございます。 

 

経費のほうですね、参加料と鑑賞料と分かれていますけども、参加する人

とただ鑑賞する人という意味ですか。 
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そういうことです。 

 

薬のポスターのほうですが、これは大体、毎年どのぐらいの応募数なので

すか。 

 

昨年度が３０校、小中あわせて３０校から５２０件です。 

 

３０校であわせて５２０件。 

 

はい。その前の２８年度は、小中２９校で６５２件。約１３０件ぐらい減

少しています。夏休みの宿題ということなので、このポスターだけではなく

て、他の課題も一緒の中で、このポスターを選ぶ子もいますし、選ばない子

もいますしということで。 

 

今の薬のほうなんですけど、これは夏休みにやってもらう場合に、どうい

うところが大切なのかということを生徒たちに先生なり何なりから伝達しな

いと、いい作品生まれませんよね。そういうようなことは、事前のある種の

教育みたいなものはやるんですか。 

 

担任の先生からこのポスターをつくる意義とか、あと江戸川区の薬剤師会

も直接学校に依頼に来ますので、そういうのを通じて、このポスター作成の

意義については児童生徒に周知していく。そういう流れになっております。 

 

お医者さんの待合室に貼ってありますよね、子どもの絵が。あれなんです

ね。 

 

そうですね、お薬手帳の。 

 

よろしいですか。 

 他になければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

 続いて、「いじめ電話相談について」の報告をお願いします。 

 

それでは、４月分のいじめ電話相談について報告させていただきたいと思

います。配布させていただいた資料をごらんいただきたいんですが、月別相

談件数のところをごらんください。４月に関しては０件０回。というところ
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でございました。 

 昨年は、月によっては０回という月もあったんですけれども、今年度は年

度当初のこの時期、今のところはないといったような状況でございます。以

上でございます。 

 

何か質問、意見はございますか。 

他になければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

 以上をもちまして平成３０年第９回教育委員会定例会を終了いたします。 

 

閉会時刻 午後１時１４分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


